
長崎県ケアラー支援シンポジウム

「ひとりにしない、社会で支えるケアラー支援」

パネルディスカッション

「ケアラーが安心できる共生社会の実現のために」

●P 1  長崎市北多機関型地域包括支援センター               平田 悠介 様
●Ｐ 9  一般社団法人長崎県介護支援専門員協会             迫 久美子 様
●Ｐ25  ＮＰＯ法人 schoot 「まつなぎや」                     山田 弘美 様
●Ｐ35  高次脳機能に障害をもつ子どもと家族の会よりよりホームズ 飯田 彰吾 様

資料２





地域共生社会の実現に向けた取り組み
・重層的支援体制整備事業
・ケアラー支援の事例紹介

令和６年１月１３日
長崎県ケアラー支援シンポジウム
「ケアラーが安心できる共生社会の実現のために」
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出典：厚生労働省
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出典：厚生労働省
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平成２８年度 多機関の協働による包括的支援体制構築事業（モデル事業）
＝ 多機関型地域包括支援センター設置

平成２９年度 「我が事・丸ごと」の地域づくりの強化に向けた事業（モデル事業）
＝ 多機関の協働による包括的支援体制構築事業 ＋ 地域力強化推進事業

令和３年度～ 重層的支援体制整備事業（移行事業）
包括的相談支援事業 多機関協働事業 継続的支援事業
参加支援事業 地域づくり事業
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よく相談に上がる生活課題
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たとえば・・・
○母親と子の二人暮らし。母親に障がいがあり、子がその世話をしている。
子が母親の世話を理由に学校に行かなくなっている。
【ヤングケア、不登校・ひきこもり、困窮、障がい】

○母親と娘、娘の子の三人暮らし。障がいの疑いのある娘が、認知症の母の介護
と知的障がいのある子の子育てを一人で行っている。
【ダブルケア、障がい児、認知症、困窮】

○高齢の母親と子の二人暮らし、収入は母親の年金のみで子は無収入。
母親が病気がちになり入退院を繰り返す。生活が苦しく借金を抱えている。
【８０５０、困窮、多重債務、無職無収入、介護、障がい疑い】

○親と同居していたが、親が他界し一人暮らしとなっている。
誰ともつながりがなく、障がいがあり生活全般が破綻している。
【障がい、ひきこもり、無職無収入、困窮、家計管理】

○両親と子の３人暮らし。高校卒業後、仕事が長続きせず、現在は無職。
両親との仲違いもあり、孤立している。
【ひきこもり、無職無収入、困窮、障がい疑い】
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学校

放課後デイ
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相談支援専門員

地域包括支援センター

介護支援専門員病院
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長崎県ケアラー支援シンポジウム
「ケアラーが安心できる共生社会の実現のために」

働く人の安心
～お世話と仕事の両立～

令和6年1月13日

長崎県介護支援専門員協会

ワークサポートケアマネジャー

迫 久美子
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ワークサポート
ケアマネジャー
ってなに・・❓
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ワークサポートケアマネジャーとは

①企業やそこで働く方たちを支援する

介護離職対策支援の専門職としての

役割

②介護支援専門員（ケアマネジャー）の

新たな社会貢献と職域の拡大を目指す
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ワークサポートケアマネジャーとは

①企業やそこで働く方たちを支援する
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役割

②介護支援専門員（ケアマネジャー）の

新たな社会貢献と職域の拡大を目指す

12



介護をしながら仕事を続けているのは

３０歳未満 30～３９歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 ７０歳以上

介護をしている 1.3% 2.0% 4.2% 10.7% 9.3% 4.6%

介護していない 98.7% 98.0% 95.8% 89.3% 90.7% 95.4%

平成29年就業構造基本調査（総務省）より改編

仕事を主とする有業者 のうち、介護をしているのは

この表から見えるのは
・５０歳代から介護の負担が増加傾向にある。
・４０歳代から介護をする者のうち、有業者よりも無業者が倍近く多い。

無業者 のうち、介護をしているのは

３０歳未満 30～３９歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 ７０歳以上

介護をしている 3.3% 3.9% 9.7% 23.7% 15.1% 6.6%

介護していない 96.7% 96.1% 90.3% 76.3% 84.9% 93.4%

一般社団法人 日本介護支援専門員協会資料より引用 13



50

55

60

65

70

75

80

85

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

平成19年10月
～20年9月

20年10月
～21年9月
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～23年9月

23年10月
～24年9月

24年10月
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25年10月
～26年9月

26年10月
～27年9月

27年10月
～28年9月

28年10月
～29年9月

男性 女性 総数における女性の比率

平成
19年10月
～20年9月

20年10月
～21年9月

21年10月
～22年9月

22年10月
～23年9月

23年10月
～24年9月

24年10月
～25年9月

25年10月
～26年9月

26年10月
～27年9月

27年10月
～28年9月

28年10月
～29年9月

男性 17,100 16,100 20,900 18,400 19,900 25,200 26,900 23,700 17,400 24,000

女性 71,500 65,700 77,700 65,900 81,200 65,700 72,100 76,400 63,800 75,100

総数における女性の比率 80.8％ 80.2％ 78.8％ 78.3％ 80.3％ 72.3％ 72.8％ 76.4％ 78.6％ 75.8％

総数 88,500 81,900 98,600 84,200 101,100 90,900 99,000 100,000 81,200 99,100

介護・看護により離職した人数

平成２９年総務省「就業構造基本調査」より改編
一般社団法人 日本介護支援専門員協会資料より引用 14



「介護離職＝負担軽減」にはならない

一般社団法人 日本介護支援専門員協会資料より引用

令和元年度 仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業（労働者調査結果概要）より改編

全ての面で負担増が半数以上。特に経済面は影響大

非常に負担が
増した

負担が増した 変わらない 負担が減った
かなり負担が

減った
わからない

精神面 30.2% 26.1% 14.8% 12.6% 9.9% 6.6%

肉体面 24.0% 27.5% 16.4% 15.2% 10.8% 6.1%

経済面 34.1% 35.0% 19.0% 3.7% 1.6% 6.7%

「手助・介護」を機に仕事を辞めた事による変化
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非常に負担が増した 負担が増した 変わらない
負担が減った かなり負担が減った わからない
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ワークサポート
ケアマネジャー
は何をする・・❓
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ワークサポートケアマネジャーの役割

①企業等に勤務する職員の介護問題に関する

情報提供と相談支援

⇒介護による様々な問題から社員が追い

込まれることがないように守る

②契約企業等が抱える介護離職問題への側面

的支援
⇒企業の風土作り

会社で介護の相談が気兼ねなくできる

取り組みを支援する
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職場の雰囲気（風土）

職場風土の課題
・会社に相談しづらい
・定時で帰りづらい
・制度が使いづらい

63.7%

29.8%

35.4%

23.2%

18.5%

9.0%

10.0%

12.4%

1.7%

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%

勤務先に介護休業制度等の両立支援制度が

整備されていなかった

勤務先の介護休業制度等の両立支援制度の

利用要件を満たしていなかった

勤務先に介護休業制度等の両立支援制度を

利用しにくい雰囲気があった

代替職員がおらず、介護休業制度等の両立

支援制度の利用ができなかった

職場の労働時間が長い、深夜勤務・シフト

勤務があるなど、労働時間に問題があった

転勤のある職場で（転勤の予定があり）、

就業継続が難しかった

介護が必要な要介護者と居住地が離れてお

り、引っ越して就業継続することが難し

かった

人事評価・待遇に悪影響がでる可能性があ

ると思った

その他

職場で孤立させないことであ
り、周りが気づきあえる職場
の風土を作る。
そして、気軽に相談できる関
係性を作ること。

仕事を辞める理由となった勤務先の問題

出典：令和３年度仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業

一般社団法人 日本介護支援専門員協会資料より引用 18



ワークサポートケアマネジャーの役割

③介護サービスを活用するにあたり必要な

社会資源の紹介

④社会保険労務士や産業医及びかかりつけ医と

連携した職員への介護離職防止への対応

⑤仕事と介護の両立に関するセミナー開催支援等

企業による介護離職防止対策の支援

⇒きたる介護のある生活への備えができる

ように準備をしていくための支援
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介護のある
暮らしに備
えるとは

①生きている限り介護は誰でも直面し、

それは突然訪れるかもという意識

を持つ

②親の現在の状態を定期的に把握する

（親のことを知る）

③介護を行う側の状況をお互いに把握

する

親の介護に関して事前に話し合う

④介護に直面しても介護の課題を自分

だけで抱え込まない

長崎基準寝具有限会社様
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介護のある暮
らしに備える
とは

佐世保ブロイラーセンター株式会社様

⑤仕事と介護の両立を優先させる方法を考える

⑥介護保険によるサービスを利用する

⑦地域包括支援センターへ相談する

⑧介護支援専門員とケアプランについて相談する

⑨介護休業は仕事と介護の両立のための準備期間であ

ることを理解しておく
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まとめ

一般社団法人 日本介護支援専門員協会資料より引用
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